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[論文】

南極海調査捕鯨に関する国際可法裁判所判決

ーその分析と今後の課題-

稲本守

1 .はじめに

2014年3月31日、我が国が南極海において行ってきた調査捕鯨についての判決が、国際可法裁判

所 (ICJ)によって言い渡された。周知の通りこの判決は、我が圏による南極海調査捕鯨が国際捕

鯨取締条約(ICRW) に違反すると判断したものであり、捕鯨事業の推進を望む我が固にとって

は大変厳しい結果となった。しかし本論中において詳述するように、この判決は、日本が実施し

てきた致死的方法を含む調査捕鯨の呂的そのものについては特に問題視してはおらず、その「計

画と実施 (designand implementation) Jが調査目的に照らして合理的ではないと判断したものであ

る。従って、調査目的に合理的に適合するように計画が見直されるならば、将来における調査捕

鯨再開への道は残されている。しかしその再開にあたっては、「本判決に含まれた論拠(reasoning)

や結論を考慮する」ょう求められた (para.246)ヘ
そこで本論の第一の目的は、まずこの判決について、その結論のみならず、そこにいたる「論

拠」に関して出来る限り客観的な分析と評価を行うことにある。そのため本論ではまず次章にお

いて、必ずしも「鯨論争」に通暁していない読者をも想定し、今回の裁判に至る背景として、 ICRW

や、同条約に基づいて設立された国際捕鯨委員会(IWC) を舞台に展開されている議論を簡潔に

紹介した。第3章では判決本文のみならず、弁論書や判決文に添付された反対意見・分離意見、口

頭弁論記録等を含む関連公開文書の内容を幅広く分析しつつ、今回の判決に至る審理のプロセス

とその論拠の検証につとめると共に、続く章においては、今回の判決の争点、とりわけ科学的論

争を含む本件の審理に際して法廷が採用したロジックをめぐるいくつかの間題点を指摘した。最

終章では、今回の判決結果が今後の南極海調査捕鯨計画の策定に際して与える影響について総括

すると共に、この判決を機に、今後の南極海捕鯨のあり方と、その役割めく守って議論されるべき

論点について若干の考察を試みている。
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稲本守

2. 背景

(1) ICRW、IWCと膏業捕鯨モラトリアム

アメリカの主導によって、 1946年12月にワシントンにおいて ICRWが締結され、この条約の下、

1948年に IWCが綴織された。そして各国の代表の参加によって、 1949年にはロンドンにおいて第

l回年次会議が開かれている。

ICRWの大きな特徴のーっとして、開条約が目的とする鯨類資源や捕鯨産業の管理について、

条約本文には何ら具体的な手法や数値が記載されていない点が挙げられる。こうした具体的規制、

即ち「保護される鯨種と保護されない鯨穣」、「解禁期と禁漁期」、「解禁水域および、禁漁水域(サ

ンクチュアリの指定を含む)J、「各種類についての大きさの制限」、「捕鯨の時期・方法及び程度(ー

漁期における最大捕獲量を含む)J、「使用しでもよい漁呉、装備及び器具の製式及び、仕様J(ICRW 

5条1項 aーの等は、条約とは「不可分の一部をなす (anintegral part of the Convention) J (1条l項)

関係にある「附表 (Schedule)Jに記載され、この附表の修正には、「投票する委員の4分の3の多

数」が必要とされる (3条2項)へその規制は加盟国を拘束するが、採択後90臼以内に異議申し

立てを行えば、これを撤回するまではこれらの決議には拘束されない (5条3項)。尚、この他に過

半数の賛成票で採択される「決議」や「勧告Jがあるが、これらの決定に法的拘束力は認められ

ない。

現在 IWCは、およそ80種とされる鯨種の内、 13種類の「大型鯨類j を管理している。これらの

「大型鯨類」を除く「小型鯨類」については、「沿岸性の種類が多く、狭い海域ごとに多くの系統

群に別れているため、 IWCで一括管理するよりも各国、あるいは地域漁業機関で管理するほうが

適切」であることから(3¥沿岸国による管理下に霞かれている。尚、ミンククジラについては、

当初は IWCの管理下には置かれていなかったが、大型鯨類に対する捕獲制限が強化される中、こ

れに代わる資源として、70年代に入って鳶極海において盛んに捕獲されるようになったため、 1972

年に IWCによる管理対象種に加えられた。

IWCは1982年に附表の修正を決議し、 1985-86年シーズンより、沿岸域、排他的経済水域、公

海を含むすべての海域において、 IWCが管理する大型鯨種について商業捕鯨モラトリアムを課す

こと(捕獲枠をゼロとすること)を決定した(附表10項 e)。我が国は当初、この決議に対して異

議を申し立てることによって商業捕鯨を継続する姿勢を示したが、これに反発したアメリカとの

協議を経て、 1984年には異議申し立てを撤回し、 1988年3月31Bまでに商業捕鯨を停止することを

決めた。その結果、日本は1986/87年の漁期をもって南極海での商業捕鯨を中止し、翌年には、長

年にわたって沿岸域で獲られてきたミンククジラとマッコウクジラについても、これらがIWCの

管理下にある鯨種であることから、捕獲対象からはずした。但し、ツチクジラやゴンドウクジラ

など、 IWCが管理しない小型鯨類については、網走(北海道)、鮎川(宮城祭)、和田(千葉県)、
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太地(和歌山県)を拠点とする事業者によって、現在でも沿岸小型捕鯨の対象種として毎年150

頭あまりが捕獲されている。

尚、 ICRWは「捕鯨産業の秩序ある発展を可能にするJ(全文)ために締結され、その附表は「鯨

資源の最適の利用を図るためにJ (5条2項)修正されることから、そもそも IWCに、商業捕鯨を

永久に「禁止」する権能は認められない。従っていわゆる商業捕鯨モラトリアムは、当面の捕獲

枠をゼロに設定することにより、商業捕鯨を一時休止することを意味しているが、将来にわたっ

てこれを禁止するものではないへ

そこで IWCは将来の商業捕鯨の再開に備え、モラトリアムの採択に併せて本格的な鯨類資源量

調査(国際鯨類調査10ヵ年計画)を開始すると共に、モラトリアム採択の原因ともなった情報の

不確実性にも対応し、資源の安全を維持しつつ捕獲限度枠の算出を可能にする「改訂管理方式

(RMP)Jを、 1994年に全会一致で採択した。この RMPの採択は、商業捕鯨の再開に向けて大き

な前進ととらえられたが、 RMPを具体的に運用するにあたっての国際管理取締制度である「改訂

管理制度 (RMS)Jについて、 DNAサンプリングと市場流通監視、国際監視員による乗船と監視、

国際取引の禁止、公海上の捕鯨禁止、管理費用の分担法等の問題をめく、って意見の隔たりが大き

く合意には至っていないため、現在もなお商業捕鯨は再開されていなし)(5)。

他方、 1979年以来、 IWCは同じく附表の修正により、商業捕鯨を禁止する保護区、いわゆるサ

ンクチュアリを設定してきたが、 1994年には「南極海サンクチュア 1)(Southem Ocean Sanctuary) J 

を設置し、同海域での商業目的の捕鯨を禁止した(附表7項 b)。

(2) 日本の調査捕鯨

国際捕鯨取締条約 (ICRW)はその第8条において、各締約国が「特別許可 (specialpermit) Jを

発給することにより、「科学的調査 (scientificresearch) Jを目的とする捕鯨活動を行うことを認め

ている。この規定に基づいて我が国は、商業捕鯨モラトリアムを受け入れると同時に、南極海に

おいて捕獲調査を行う計画を打ち出した。その年間捕獲予定数は当初、ミンククジラ825頭、マッ

コウクジラ50頭であったが、その後、ミンククジラ300頭土 10%に削減されると共に、マッコウク

ジラの捕獲予定が撤回された (para.l04)。

1987年4月に最後の商業捕鯨船団が日本に戻った後、同年11月には日本政府の「特別許可」を得

た調査捕鯨船団が日本を出航し、翌年4月に帰港した。尚、捕獲予定数は1995/96年漁期より、 400

頭土10%にまで拡大されたへこの南極海における第1期調査捕鯨(JARPA1 : Japanese Whale 

Research Project in the AntarctIc) は2004/2005年漁期まで18年間行われ、その問、およそ6800頭の

ミンククジラが捕獲された。調査時期は南極の夏、即ち12月から翌年の3月までのおよそ4ヶ月間

にわたる。尚、この J比 PA1の主目的としては、 a)南半球藤ミンククジラの資源管理を改善す
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るための生物特性値の推定、 b)南極海海洋生態系における鯨類の役割の解明、 c)鯨類に及ぼす

環境変動の影響の解明、および d)南半球産ミンククジラ資源管理を改善するための系群構造の

解明が挙げられたへ

この JARPA1の終了にあわせて我が国は、 2005年3月に新たな調査言十闘を IWCに届け出て、

2005/2006年漁期から第2期調査 (JARPAII)を開始した。この J組 PAIIでは、 a)南極海生態系

モニタリング、 b)鯨類種間競合モデル構築、 c)資源構造の時間的・空間的変化の解明、および

d)クロミンククジラの資源管理方式の改善が主目的として挙げられている (para.113)。新たな目

的の設定に応じてJ成 PAIIでは、ミンククジラの年間捕獲頭数が850頭::t10%に倍増されると共

に、ナガスクジラ、ザトウクジラそれぞ、れ50頭が捕獲対象に加えられた。しかしミンククジラの

捕獲目標数が達成されたのは初年度のみ (853頭)であり、その後の実際の捕獲数は計繭数を大き

く下回っている。又、ナガスクジラについては初年度に10頭が捕獲されたが、その後は初年度に

捕獲されたものを加えても、計18頭が捕獲されたに過ぎない。又、ザトウクジラは捕獲されなかっ

た (para.201)。

今回ICJによる審理の対象となったのは、荷極海において実施されてきたこの J組 PAIIのみで

あるが、我が閣は JARPAプログラムに加えて、 1994/95年漁期から北西太平洋での調査捕鯨(北

西太平洋鯨類捕獲調査:JARPN 1)も実施しており、 1999年までに498頭のミンククジラとl頭の

ニタリクジラを捕獲した。この捕獲調査も2000年から第2期 (JARPNII)に入り、新たな調査目的

として、ミンククジラ(沖合にて年間100頭捕獲予定)に加えてイワシクジラ(同100頭)、ニタリ

クジラ(同50頭)マッコウクジラ(同10頭)を含めた摂餌生態を解明することが加えられた。こ

れら J成 PA、JARPNによる調査捕鯨は、基本的に遠洋における母船式捕鯨船団(日新丸)によ

るものであるが、「日新丸船団による沖合域調査では調査できない、時期的(春の早い時期、秋の

遅い時期)、空間的な空白を埋めるため」、 2002年からは、小型沿岸捕鯨業者の捕鯨船を傭船した

調査捕鯨も JARPNプログラムの一環として実施されており、上述の沖合での捕獲枠に加えて、

沿岸域において年間120頭(春、秋に60頭ずつ)のミンククジラが捕獲されているへ

これらの調査捕鯨に際して締約国が認可する「特別許可」については、 1979年に修正・追加さ

れた附表30項に基づき、 IWC科学委員会がこれを検討し意見を述べることが出来るよう、 ト分な

時間的余裕を以て IWCに届け出る義務が締約閣に課せられている。他方、科学委員会はこの特別

許可を検討するにあたって、 1986年にその審査基準を明確化するためのガイドラインを設定し、

これに照らして締約国に対して「勧告」を行っている。尚、日本が2005年に JARPRAIIを提案し

た際、これを審査するにあたって科学委員会は、これまでに出されたガイドラインを整理し、

Annex Y (Gnidelines for the Review ofScientific Permit Proposals)としてとりまとめた。現行のガイ

ドラインは、 20日年にとりまとめられたAnnexP (Process for the Review of Special Permit Proposals 
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and Research Results from Existing and Completed Permits) となる。

(3 )訴状の提出と審理の経過

2010年5月にオーストラリアによって提出された「訴状(Application)Jによれば、我が国は JARPA

IIを認可・実施するにあたって、 ICRWにおける以下の国際的義務に違反したへ

a) 商業目的の鯨の捕殺に関して設定された捕獲枠としてのゼロリミットを誠実に守る義務(条約

附表10項 e)

b)南極海サシクリュアリ (SouthemOcean Whale Sancturary)におけるナガスクジラの商業捕鯨を

控える義務(同7項 b)

尚、附表7項に基づいて設置されたサンクチュアリは、本来 IWCが管理するすべての鯨種に対

する保護区域内での商業捕鯨を禁止したものであるが、我が国はミンククジラについては異議申

し立てを行っており、ザトウクジラは捕獲しなかったため、訴状ではナガスクジラが捕獲された

ことについてのみ義務違反が間われた。又、本件の審理にあたり、 ICJ判事の中に日本国籍の裁

判官が在籍していた(小和田判事)が、オーストラリア国籍の裁判官が含まれていなかったため、

オーストラリアは ICJ規定31条に基づく権利を行使し、特別選任裁判官 Gudgead hoc) として自

国籍の裁判官(チャールズワース判事)を選任した。 2010年7月、 ICJはオーストラリアに対し、

2011年5月までに「陳述書 (Memorial)Jを提出するよう求め、引き続き日本に対しては、 2012年5

月までに陳述書に対する「反論書 (Counter-Memorial)Jを提出するよう求めた。

2012年4月、専門家による意見書として、日本側はラース・ワロー氏 (Mr.Lars Walloe :オスロ

大学名誉教授)による意見書を、オーストラリア側はマーク・マンゲル氏 (Mr.Marc Mangel : 

カ1)フォルニア大学サンタクルーズ校教授)とニック・ゲールズ氏 (Mr.Nick Gales :オーストラ

リア南極プログラム主任)による意見書をそれぞれ提出した。尚、ニュージーランド政府は2012

年11月に、 ICJ規定 63条2項に基づく訴訟参加の権利行使を宣言したが、法廷は臼本、オースト

ラリア両国に意見を求めた後、 2013年2月にニュージーランドの訴訟参加を認めた。

口頭弁論は、 2013年6月初日から7月16日にかけて行なわれ、その問、上記専門家に対する質疑

応答も実施された。尚、訴状の提出後、書面及び口頭での弁論を経て、先に挙げた訴因に加え、

c)母船 (facωryship)による、又は母船に付属した捕鯨船による、ミンククジラを除く鯨の捕殺

及び処理 (taking，killing or treating)についてのモラトリウムを遵守する義務(向10項 d)、及び d)

附表30項(上述)において定められた届け出義務についても、違反の有無について裁判所の判断

を求めることとなった (paras.3， 48)。

-20 



3. 判決の概要

( 1 )管轄権

稲 本 守

日本側はまずオーストラリア側が、海洋水域の境界画定に関する紛争、もしくはこれらの海域

または燐接する海域の開発利用に関する紛争については ICJの管轄権から除外する旨の宣言を、

ICJの管轄権を受諾する際に行っていたことに注目した。そしてオーストラリアが領有権を主張

している南極大陸の一部に由来する排他的経済水域内、及びその隣接海域において J成 PAIIが

実施されていることから、日本側は本紛争については ICJに管轄権がないことを主張した。しか

し判決では、オーストラリアが設定した留保条件は、海洋の境界画定に関する紛争が当事閣の聞

に存在する場合にのみ適用されると判断された。そして日本側がこれら海域における主権的権利

の主張を行っていないこと、更に本件は海洋境界問題とは無関係であること等から日本側の主張

は退けられ、裁判官全員一致の意見により、本件に対する ICJの管轄権が確認された (p訂 a.30-41)。

(2 )商業捕鯨

本判決の大きな特徴のーっとして、大方の予想、に反して、いわゆる「商業捕鯨Jに対して明確

な定義付けが行われなかったことが挙げられる。現行制度は IWCが管理する鯨種に対する捕鯨活

動について、 ICRW8条に基づく「調査捕鯨」と附表13項において定められた「先住民生存捕鯨J

のみを許可しており、サンクチュアリ内における「商業捕鯨 (commercialwhaling) J (もしくは「商

業目的の鯨の捕殺 (ThekiIIing for commercial purposωof whales) J )については附表?によってこれ

を禁止しており、あらゆる海域における「商業目的の鯨の捕殺」についても、附表10(e) によっ

てその捕獲限度数をゼロに設定している。

本判決によれば、これらの捕鯨活動が附表において「商業的 (commercial)Jと形容されている

のは、この語が調査捕鯨と先住民生存捕鯨以外の檎鯨活動を「最も適切に特徴づける (themost 

appropriate characterization ofthe whaling activity concemed) J表現として用いられているにすぎない。

そして現行制度は捕鯨活動を、「商業捕鯨Jr先住民生存捕鯨Jr調査捕鯨」の三つのカテゴリーに

分けており、これ以外のカテゴリーに属した捕鯨活動の存在を想定していないことから (para.229)、

先住民生存捕鯨としては行われていない日本の捕鯨活動が「商業捕鯨」にあたるかどうかを判断

するためには、この活動が ICRW8条の枠内にある「調査捕鯨Jにあたるかどうかを審査するこ

とで足り、 JARPAIIがいわゆる「商業捕鯨」としての特性を持つかどうかについて評価する必要

はない (paras.229-230)。

他方、訴状において問題視された鯨肉の販売について ICJは、 ICRW8条2項により、調査捕鯨

によって捕獲された鯨の加工が義務付けられており、かっ取得金の処理が認められていることか

ら、鯨肉の販売とその売り上げがプログラムの資金に充てられている事実のみでもって、特別許
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PJが8条の枠外であるとは判断できないことを指掃した (para.94)(1ヘ更に本判決は、雇用や捕鯨

基盤の維持など、調査捕鯨の目的が科学的調査以外にあることを示唆する日本の政府関係者によ

る一連の発言がオーストラ 1)ア側によって言及されたことについても。九特定の政策を追求する

擦に、一つ以上の目標を達成しようとすることはしばしばあることであり、又、調査捕鯨が科学

的目的のためのものであるかどうかは、個々の政府関係者の意図によって左右されるものではな

いとして、これらの発言を特に問題視することはなかった (paras.95-97)。但し本判決は、水産庁

長官による「ミンククジラを安定的に供給していくためには、やはり南氷洋での調査捕鯨は必要

だったJとの発言を引用し(1へ科学的調査のための捕鯨と商業捕鯨を区別するにあたり、 J成 PAII

は前者のカテゴリーに入るとする日本側の主張に疑問を投げかけている (para.197) 間

(3) ICRW第8条1項の解釈

調査捕鯨を許可した ICRW第8条1項の全文は以下の通りである。

「この条約の規定にかかわらず、締約国政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件

に従って自国民のいずれかが科学的調査を目的に鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可す

る特別許可書をこれに与えることができる」。そして先にふれたように、第8条の枠外となる捕鯨

は、先住民生存捕鯨を除いて附表によって規制される「商業捕鯨」に分類されるため、本判決の

第一の論点はこの条文の解釈にある。

まず fこの条約の規定にかかわらずJ(Notwithstanding anything contained in this Convention) との

文言についてオーストラリア及び、ニュージーランドは、同条文は捕鯨を共同で規制することを目指

した条約全体の文脈の中で解釈されねばならず¥条約からの一般的な適用除外 (blanketexemption) 

を意味せず、限定的な例外 Oimitedexception)に過ぎないことを主張した Cparas.54-55)へこれ

に対して日本側は当初、第8条は自立しており、条約の他の条項からは分離して解釈されるべき

(regarded as“仕ee-standing"and would have to be read in isolation企omthe other provisions of the 

Convention) との見解を示した (para.52) (15)。

これについて ICJは、第8条も条約システムの「不可分の一部jであり、他の条項や附表におけ

る規定も考慮されねばならないとしつつも、第8条における条件を満たした特別許可に基づく捕鯨

は、附表に記載された義務には服さないことを確認した (para.55)。更に「同政府が適当と認める

数の制限及び他の条件に従ってJ(subject to such restrictions as to number and subject to other 

conditions as the Con仕actingGovernment thinks fit) との文言の解釈についても ICJは、 i(第8条は)

許可が発給されるにあたっての条件を明記する裁量権を加盟国に与えているJ(para.61)として、

特別許可に基づく捕鯨活動の条件を設定する権利が IWC加盟国に賦与されていることも認めた。

しかし法廷は、「特別許可に基づく鯨の捕殺や処理が、科学的調査を目的とするかどうかについ
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ての判断は、締約国の認識のみに依拠するものではない CHowever，whether the ki11ing， taking and 

treating of whales pursuant to a requested special permit is for purposes of scientific research cannot 

depend simply on that State's perception) J Cpara.61) との判断を示し、特別許可の発給やその条件設

定については締約国の裁量権を大幅に認めつつも、それに基づく捕鯨が科学的調査を目的とする

ものであるかどうかの判断については締約国のみが下すのではなく、客観的評価に委ねられるべ

きであるとの解釈を判示したのである。

(4 )審査の基準

他方、本判決では、鯨の捕殺を含む JARPAIIの活動は、科学者によるデータの組織的収集と分

析を伴っており、その目的も IWC科学委員会によって認められた範轄にあることから、おおむね

科学的調査としての性格を持つ Cbroadlybe characterized as "scientific research")ことが認められた

Cpara. 127)。しかし JARPAIIフログラムの目的が科学的調査としての性格を持つものであった

としても、これに基づく活動がプログラムの目的と一致しないならば、こうしたプログラムに従っ

て行われた捕鯨は ICRW第8条の枠内のものとは言えないとしている Cparas.71，72)。従って法廷

はプログラムの「計画と実施」が、当該プログラムの目的達成に関して合理的であるかどうかに

ついて審査することとし Cpara.67)、その際の審査の基準 Cstandardof review) として、以下のポ

イントを挙げた Cpara.88)。

0致死的方法を使用することに関しての決定プロセス

O致死的サンプル数(捕獲予定数)の大きさ

0サンプル数選択の際に用いられた方法

0目標サンプル数と実際の捕獲量との比較

Oプログラムに関するタイムフレーム

0プログラムがもたらした科学的成果

Oプログラムと関連する他の調査プロジ、エクトとの連携

尚、「計画と実施」の合理性を審理の対象とし、これに基づいて、科学的調査を「目的とするj

かどうかについての判断を下したことについては多くの疑問点が指摘されるが、この点について

は後に詳しくふれることとする。

(5 )非致死的調査

本論官頭でも紹介したが、本裁判では、調査捕鯨そのものの是非や、致死的方法の必要性自体

が問題視されたわけではない。本判決でも、科学的調査に必要なデータのいくつかについては、

非致死的手段のみでは十分には収集できず、致死的手段に頼らざるをえない場合があることにつ
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いても言及されている (papas.133-135)。従って、計画に致死的手法を含めること自体が JARPAII

の目的に関して非合理的というわけではなく (para.224)、致死的手法を用いたからといって、そ

の活動が ICRW8条の範嬬から外れてしまうわけでもない (paras.83，137)。

他方 IWCは締約国に対し、数多くの決議や勧告を通じ、調査目的が非致死的手法によっても実

現可能かどうか、検討を行うよう求めてきた (para.137)。例えばオーストラ 1)ア側は、 IWC内で

の合意によって採択された意見として、調査の目的が非致死的手法によって実際的にも科学的に

も実現可能であるかを検討するよう求めた「決議1986-2Jや側、(致死的手法を用いる場合には)

非致死的手法や現存するデータの解析だけでは不十分である理由を検討するよう求めた科学委員

会によるガイドライン(Annexp)に言及した。更にオーストラリア側は、調査において解明が求

められる極めて重要な事項であっても、現存するデータの解析や非致死的手法の利用によっては

答えが得られないような、極めて例外的な状況下においてのみ鯨の捕殺が許されるとした「決議

1995-9J (多数決にて採択、日本は不同意)にも言及している (para.78) (へそしてオーストラ

リア側は、状況においては致死的調査が必要となることについては認めつつも、こうした決議や

勧告を踏まえ、それは他の手段が利用できないか、致死的手段の使用がプログラムの目的にとっ

て必要不可欠である場合に限られることを主張した (para.131)。これに対して日本側は、そもそ

も必要以上の捕殺は行っていないとしつつも、第8条が明確に鯨類の捕殺を想定していることを指

摘すると共に、引用された諸決議や勧告に対しては相応の配慮が払われねばならないが、これら

は勧告にとどまり拘束力はないと応えている (para.80)。

これに対して ICJは、加盟国には IWCやその科学委員会と協力する義務があり、非致死的選択

肢の実行可能性を評価することを求めている決議や勧告に対しても、相応の配慮が払われるべき

であることを指摘した。そして法廷は、たとえこれらの決議や勧告に拘束力がなくとも、相応の

配慮を払う義務があることについては日本側も認めていること、日本側自らが必要以上に致死的

手法を用いていないと明言していること、更にオーストラリア側から、過去20年間における非致

死的調査技術の著しい進歩が指摘されたことを理由として挙げ、非致死的手法を取り入れること

によって致死的サンプル量を減らすための検討が、実際に日本側によって行われたかどうかにつ

いて審理することとした (paras.80，83， 129， 137)。

この審理に際して百本側は2点の資料を示したが、本判決によれば、これらの資料は一般的に致

死的手法の必要性を示すものにすぎず、非致死的手法を用いることにより、致死的サンプル量を

減らすことを検討したものではなかった (para.144)。そこで ICJは、 J成 PAIIプログラムにおけ

るサンプル数を当初設定する際においても、又、後に同じサンプル数を維持し続けた際において

も、非致死的手法の実施可能性について検討された証拠がないこと、そして非致死的方法と組み

合わせることにより、致死的サンプル数を減らす検討がなされた証拠がないこと、更にこれらの
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証拠がない事情について、臼本側からの説明がなかったことを指摘した (para.141)。

(6 )捕獲計画頭数(サンプル数)について

既にふれたように、本件の審理にあたって法廷は、 IWCや科学委員会による決議や勧告に相応

の配慮を払うべきとの観点から、出来る限り致死的方法を避けるとともに、やむなく致死的方法

を採用せざるを得ない場合でも、捕獲頭数は可能な限り少なくすべきであるとの立場をとってい

る。従って本判決によれば、より少ない数の鯨を捕殺することで足りる他のサンプル数設定に対

し、なぜ当該サンプル数の選択が計画目的の達成のために必要であったかを示す証拠が示されね

ばならない (para.195)。この点について ICJは、 Jj収 PAIIにおける実際のサンプル数設定に関し

て、以下の疑問を投げかけた。

1) JARPA Iプログラムとの比較

JARPAIに比べて大幅にサンプル数が増加した理由について日本側は、JARPAII調査において、

南極海における生態系調査と他鯨種聞の競合モデルの構築が主目的とされたことを挙げている

(para.l50)。しかし法廷は両プログラムを比較する際、両プログラムの相違より、むしろ両プログラ

ムの主題、目的、手法の間に大きな重複があることを指摘し (para.151)、日本側も、 IJ此 PAIIの調

査項目と手法は、 J成 PA1で採用されたものと基本的に!問司じである」 ことを認めた(匂para.1日問問5臼扮2幻)(州1団川8ω)

そして本判決は、両プログラムの類似性をもとに、 JA貯:AIIにおけるサンプル数の拡大について

疑問を投げかけるとともに、どのようにして両プログラムの相違がサンプル数の増加に結び付い

たかを示す証拠が、日本側から提示されてはいないと判断した (paras.153， 225)。

更に J成 PAIが終了し、その成果についての最終的検討が IWC科学委員会のワークショップで

行われたのは2006年12月であったにもかかわらず、日本側が既に2005年3月には JARPAIIの計画

をIWCに提出し、早くも同年11月に J成 PAIIを開始したことも問題視された。 JA貯 'A1の最終

レビューを待たずに J此 PAIIが開始されたことについて日本側は、継続してデータをとることの

必要性を訴えたが (para.154)、これに対して ICJは、データ継続性の重要性を指摘したこと自体

が両プログラムの重複性を意味しており、サンプル数拡大についての説明を損なうものであると

判断した。更に判決は、 JARPAIの終了後、直ちにサンプル数を倍摺させる形で JARPAIIを開始

したことを取り上げ、少なくとも JARPAIのレビューが終わるまでの二年間について、|日計画に

基づく捕獲予定数が維持されなかったことを批判した (para.155) (問。そしてこうした事実は本判

決によれば、サンプル数が厳密な科学的考察によって決められたのではないという見方を裏付け

るとともに、日本にとっての優先事項は、中断することなく捕鯨を続けることにあるとするオー

ストラリア側の主張を有力視させるものと解釈されたのである (p訂a.156)。
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2)調査区切り期間とパラメーターの設定

本判決では、 J此 PAIIにおけるミンククジラのサンプル数を年間850頭(::1:10%) と算出する

際に採用された調査(区切り)期間と諸パラメーターが紹介されている (paras.160-169)。無論の

ことこれらを設定する際、短期間で精度の高い情報を得るための変数が選択されるならば、必要

なサンプル数はそれに応じて増加する。

この点についてオーストラリア側専門家のマンゲル氏は、より少ないサンプル数でも JARPAII

が求めるものと同様の精度の情報が得られることや、少ないサンプル数を設定したことによって

誤差が拡大したとしても、これは許容できる範囲であると主張したが側、日本側はこの意見に対

して特に反論しなかった (para.190)。他方、日本側専門家のワロー氏は、選択されたサンプル数の

大きさは結果的には適正であったと評価したが、 Jほ PAIIにおけるサンプル数の設定法については

rJ成 PAII文書の弱点の一つであるJことを認めると共に、「彼ら(臼本の科学者たち)がどのよ

うにしてこれを計算したかについては知らないJr日本の科学者たちは、サンプル数の算定につい

て、完全に透明性のある、明確な説明を常にしてきたわけではない」などと証言したため、サンプ

ル数の設定に関して明確な説明がないことを日本側自らが認める結果となつた(旬pa但l"a.1日59め) (山2幻山1υ}

とりわけ区切りの調査期間として、少ない捕獲頭数で済む12年間ではなく 6年間が設定されたこ

とについて、日本側は当初、 IWC科学委員会によるレビュー期間に合わせたとの説明を行ったが、

後に RMPのレビュー期間に合わせたとの説明に変更した。又、日本側専門家のワロー氏も口頭

においてこれを確認したものの、 6年期間の採用そのものについてはこれを恋意的(訂bitrary) と

表現したこともあり (para.192) (問、本判決は調査の区切り期間を6年に設定してサンプル数を拡

大させたことについての一貫した説明が、日本側から提供されなかったことを問題視した

(para.193)。こうした経緯から法廷は、 JARPAIIプログラムにおけるサンプル数の選定プロセス

には透明性 (transparency) が認められないと結論づけたのである (paras.188，225)。

3)ミンククジラ捕獲とザトウ・ナガスクジラ捕獲計画の比較

先にもふれたが、 JARPAIIプログラムにおいて、多鯨種問の競合関係の構築が調査目的に加え

られたため、新たにザトウ・ナガスクジラの捕獲が計画された。しかし、そもそもザトウクジラ、

ナガスクジラ各50頭の年間サンプル数が少なすぎるため、性的成熟年齢の変化など、特に重要視

されている調査項目について科学的に意味のある情報をもたらすようには設計されてはいないこ

とが指摘された Cpara.179)。日本側の説明によれば、ザトウクジラ、ナガスクジラの捕獲枠がそ

れぞれ50頭に過ぎない主な理由は、両鯨種の調査区切り期間が12年に設定されたことにあるが、

これはミンククジラについては6年に設定され、 850頭のサンプル数が算出されたこととは矛盾す

る (para.176) 制。

更に日本側専門家のワロー氏は、そもそも白身がナガス・ザトウクジラの捕獲計画には賛成で
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はなかったため、両種の調査期間の設定にはかかわらなかったことを証言した上で側、 JARPAII 

の調査海域がナガスクジラの主要群生息域から外れていることや、 JARPAIIで用いられる調査母

船に収容できるのは小型のナガスクジラに限られ、同種のクジラをランダムに捕獲することがで

きないことを指摘し、 JARPAIIにおけるナガスクジラの捕獲計画そのものに疑問を投げかけた

(para.180) (問。そのうえで本判決は、ミンククジラのサンプル数が JARPA1から倍増された理

由として多鯨種間の競合モデル構築が挙げられていたことを想起し、上記ザトウ・ナガスクジラ

の捕獲計画の欠陥によって、ミンククジラについても、サンプル数設定の合理的基盤が失われて

いることを指摘した (para.196)。

4)サンプル数と実際の捕獲数

本判決は更に、サンプル数と実際の捕獲数との聞に大きな惹があるにもかかわらず、プログラ

ムの修正が行われなかったことについて疑問を呈した。先にもふれたが、ザトウクジラは捕獲さ

れておらず、当初の7年間で捕獲されたナガスクジラの総数は18頭に過ぎないことから、日本側専

門家のワロー氏ですら 118頭では仰の情報も得られない」ことを認めている制。更にオーストラ

リア側は、ミンククジラのデータのみでは多鯨種問の競合モデルは構築できないため、この計画

は幻想に終わっていると批判し、法廷もこの見解を支持した (para.208)。そしてザトウクジラや

ナガスクジラがほとんど捕獲されていないにもかかわらず、他鯨種間の競合調査を理由のーっと

して、ミンククジラについては JARPAIを一l二回る捕獲頭数が設定されつづけたことを強く批判し

た (para.210) 問。

又、ミンククジラについても捕獲目標数が達成できたのは初年度 (2005/06)のみであり、その

後、実際の捕獲数は目標数を大きく下回っている (2010/11年には170頭、 2011/12年には103頭)

(para.202)。その原因として反捕鯨団体による妨害活動等が挙げられ、 ICJもこれを認めたが

(para.203)、妨害活動が行われる以前の2006/07年におけるミンククジラの捕獲数は505頭であり、

2007/08年においても551頭にとどまっている (para.206)。このように、ミンククジラについても

実際の捕獲頭数が計画数を大きく下回っているにもかかわらず、日本は調査計画の見直しを行わ

なかった。加えて日本側は、捕獲数目標が未達成であっても、調査期間の延長やデータ精度の低

下を受け入れることによって目的を達成できる可能性に言及したが、こうした主張についても法

廷は、当初設定された調査期間やデータ精度に基づくサンプル数設定がそもそも合理的であった

かどうかを疑わせるものであると判断した (paras.209，212) (28) 

(7)結論

判決はその他、 J成 PAIIが調査の終了時期を明確にしていない(言い換えれば、永久に調査を

目的に捕鯨を継続できる構造になっている)こと (para.214)、調査結果に基づく査読論文が少な
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すぎること (para.219)、調査目的として生態系や環境変化の調査など、広域な連携が必要とされ

るテーマが挙げられているにもかかわらず、国内外の他の研究機関との協力関係が十分ではない

ことにふれた後 (paras.220-222)、iJARPAIIに関連した捕鯨のために日本によって認可された特

別許可は、科学的調査を目的とするものではないJ(para. 227) と断じた。そして J成 PAIIに基

づく調査捕鯨は ICRW第8条1項の規定の範囲内にはなく、日本は附表10項 (e) (心及び附表7項

(b)が定める締約国の義務に違反したと判断し、 J成 PAIIプログラムを中止し、同プログラム

に関連して発給された特別許可についてはこれを取り消し、今後、このプログラム遂行のために

特別許可を発給することを控えるよう命じたのである倒。

4. 判決の争点

( 1 )締約国の裁量権と「科学Jに対する判断

今回の判決における最大の争点は、 ICRW8条l項の解釈において、「特別許可に基づく捕鯨が、

科学的調査を目的とするかどうかについての判断は、締約閣の認識のみに依拠するものではない」

との考えを判示して締約国の裁量権に一定の制約を設けた上で、 J組 PAIIが「科学的調査を目的

とするJのものであったかどうかについての判断を ICJ自らが下した点にある。

締約国が持つ裁量権について日本側は、「他のいかなる国や機関も、締約国による特別許可捕鯨

に対する権利行使に対し、制限や条件を課す権限を有しない。他のいかなる国や機関も、締約国

が特別許可捕鯨の権利行使に際して行った決定を覆す権限を有しないJ酬との主張を展開し、

ICRW8条の規定は締約国に、調査捕鯨についてのいわば全権を委任しているとの解釈の下、 IWC

や他の加盟国による介入を一切否定した。しかし条約文のあいまいな部分の解釈を個々の締約国

の判断に委ね、ユニラテラルな行動を許容することは、多国間の協力関係によって成り立つ国際

機構の効率的運営を損ないかねない。今回の判決に際しでも、反対意見を残した判事を含め、裁

量権が無条件・無制限ではないことや、特別許可が8条の枠内であるかどうかについて、客観的な

判断が必要とされることに異を唱える意見は出されていない。又、後者については、我が国も口

頭弁論の終盤において、客観的判断を受け入れる趣旨の発言を行ったことが、判決文中において

も言及されている(後述)。しかし問題は、締約国による裁量権の範囲を踏まえ、「科学的調査を

目的とするjかどうかについて、誰が(もしくはどの機関が)、どの規範に照らして、 Mを対象に、

どの程度まで判断できるかという点であり、本判決について反対意見を残した判事達による批判

も専らこの点に集中している。

彼らによれば、第8条1項が締約国に対して特別許可を発給する裁量権を大幅に認めているのは、

当該国が誠実に(ingood faitω 行動することを前提としているからであり、この行為が8条に違

反することを指摘するためには、疑う余地のない証拠でもって、当該国の不誠実さ (badfaith) 

。凸9
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の存在(例えば、故意に「商業捕鯨j に従事している等)が立証されねばならない(へ又、法廷

がその役割を超えて、そもそも IWCやその科学委員会に委ねられるべき任務を果たそうとしたこ

とについても、強く批判された問。その背景としては無論のこと、「誠実性j を超えた「科学Jに

ついての判断を、専門の機関ではない裁判所が行うことは回避すべきであるとの認識が存在する。

そして本判決においても法廷は、科学者の間で意見がわかれる論争に関する判断を示すことをこ

とごとく避けている。例えば本判決において ICJは、「科学的調査」が ICRWにおいては定義づけ

られていないことを指摘すると共に (para.73)、これを新たに定義づけようとするオーストラリア

側の試みを退けるのみならず、 ICJ自らが「科学的調資j についての一般的な定義や基準を示す

必要性についても、これを認めなかった (para.86)。更にプログラムの目的に関しでも ICJは、「目

的の科学的利点や重要性について判断を下す必要はない」との姿勢を明らかにしている (paras.88，

127， 172)。

(2) r目的とするJことの合理性

他方、本判決は、「科学的調査を目的とする」という文言が「科学的調査」と「目的とする (for

purposes oO Jという語群による「重層的 (cumulative)J要素から成り立っていると解釈し、前者

についての判断を控えつつも、後者については科学的証拠に基づき、「審査の基準」に照らして審

理する手法を選んだ。つまり「科学的調査を目的とするj ためには、この二つの条件を共に満た

していなければならず、たとえ調査捕鯨プログラムが「科学的調査」としての性格を持っていた

としても、その「計画と実行J(とりわけ致死的手法の規模)が目的に照らして合理性を持ってい

ないならば、これに基づく調査活動は科学的調査を「目的とするJとは言えないというロジック

である (paras.70，71， 98， 195)。

しかしこのロジックについては、筆者は大きな戸惑いを感じざるをえない。小和田判事やユス

フ判事の表現を借りるなら、まず「科学的調査」と「目的とする」が重層的であり、審理対象と

してこれを区別することはいかにも「こじつけ (artificiaI)Jであり、具体的な状況に適帰するに

はあまりに「現実味を欠いているJ(33)。そして「目的とする」かどうかをめぐる判断の基準を「合

理性」に求めるとしても、その審査対象が、例えば調査の持つ科学的価値や調査結果についての

科学的評価等ではなく、何故「計画と実行」でなければならないのか、判決では何の検討もなさ

れていない則。又、こうした審理における立証責任が、通常の裁判や過去の判例においても確認

されてきた基本原則である ronus probandi incumbit actori (立証責任は原告にあり)J に依らず、

何故被告国である日本領tlに課されねばならないのかについても、全く説明されていなしげの。

他方、どのような文脈に基づく合理性が論じられるのかについても不明なままである。もしこ

れが法的文脈における合理性、即ち「計画と実行j の合法性をめぐる審査であるならば、先にも
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ふれたように、これはICRW8条が調査捕鯨に対して認めている裁量権の範囲を明確化した上で、

その行使にあたっての悪意の存在を法に照らして審理することとなり、そもそも科学的証拠に基

づいた合理性の評価に踏み込む必要はない。他方、科学的証拠を基に「計画と実行Jの合理性が

審査されるのであれば、それは少なくとも「科学的文脈 (scientificcontext) Jにおける審査であろ

う。そして JARPAプログラムによる行動が客観的に合理的であるかどうかを科学的文脈で審査す

ることになるならば、「計画と実施についての技術的・科学的な点検と評価に踏み込まずにこれを

行うことは、不可能であるJ(加。例えば、本判決においても指摘された捕獲頭数の問題について

も、必要以上のサンプル数が設定されたかどうかは、必要とされる情報の精度についての判断が

必要とされる。そしてこれを判断する役割は、法に照らして「判決Jを下すことが求められる法

廷ではなく、科学的「評価 (assessment)Jを行うために組織された IWC科学委員会によって果た

されるべきものである。

しかし本件において法廷が、「技術的・科学的な点検・評価」へと踏み込むことなく「合理性」

についての判断を下すことができたのは、日本側の訴訟対応にその原因があったのかもしれない。

今回の判決で筆者が最も違和感を覚えたのは、「法廷は JA貯J¥IIの立案に係った日本の科学者か

ら直接話を鴎くことはなかったj との文言が、判決文中において敢えて明記された点である

(para.138)。先にふれたように、立証責任の在り処に疑問が残るものの、判決結果を支持する立

場の裁判官たちは、判決理由として異口同音に、日本側から十分な説明や証拠の提示が行われな

かったことを指摘しており、判決本文においても「説明がなかったJI証拠が示されなかった」と

の表現が至る所で繰り返されている。従って、何故計画策定に直接かかわった日本の科学者によ

る合理的な説明が、法廷において展開されなかったのかという素朴な疑問が生じよう。とりわけ

サンプル数の算定根拠について、外部から招いた専門家による証言のみに頼り、これらの専門家

からすら「理解できない」との発言が格次いだ、こと側、そしてこれらの発言の後に、日本側から

追加の質問を行うなどにより、補足説明を引き出すような対応が全くとられなかったことが、技

術的・科学的な点検・評価へと踏み込むことなく、立証・説明不足を主な理由に、法廷が調査捕

鯨計画の合理性を否定する判断を下すことになった今回の審理フロセスを、結果的に可能にして

しまったと推定される。

とはいえ日本側による立証が十分ではなかったことは、確かに科学的調査を「目的とする」こ

とに様々な「疑問」や「懸念」を起こさせるものではあるが側、調査活動について具体的な精査

と評価を行うことなく(もっともその役割は ICJではなく、 IWC科学委員会にあるが)、 J成 PAII

そのものが科学的調査を目的とはしないと結果的に断定することは、あまりに論理が飛躍しすぎ

ているような印象が残る。たとえプログラムの計画と実施を審査するにあたっていくばくかの「欠

陥」が指摘され、 J成 PAIIが科学的調査としては「完全なJ計画ではなかったことが示されたと
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しでも(そもそも「完全Jな計画などありえないが)、それのみをもって、「おおむね科学的調査

としての性格を持つj と法廷自身が認めたプログラムを、実際には「科学的調査」ではなかった

と断定することはいかにも無理がある側。

他方、法廷の審理が、科学的証拠に基づいて「目的とする」ことの合理性を審査する方向へと

向かいつつある中で、日本側の対応が揺れ動いた様子が判決文中に言及されている。判決文によ

れば、まず日本側は口頭弁論の中途までは、科学的政策にかかわる事項は裁判所によっては正し

く評価できないことから、訟廷の役割は、政策決定が恋意的で気まぐれなものであったか (arbitr訂y

or capricious)、あるいは明らかに非合理的 (manifestlyunreasonable)であったか、もしくは不誠実

に(inbad faith) なされたものであったかを検証することに限られるべきであるとの認識を示し

ていた (para.65)。しかし先にも少しふれたが、口頭弁論の終盤になって日本側から、国の決定

(State's decision)が客観的に合理的 (objectivelyreasonable)であるかどうか、そして首尾一貫し

た論拠 (coherentreasoning) ときちんとした科学的証拠 (respectablescientific ev叫 ence) によって

支えられているかどうか、即ち客観的に正当化できるかどうか (ωob附j巴ct叫t討iv，刊elyj卯usは凶tif在iaぬbleωeω)について、

裁1靭判司得j所が審理することを受け入れる旨の発言がなされたことが判決文中で紹介されている

(para.66) 仏4胡oω〉

この発言は、 IECホルモシ牛事件」を審理した WTO上級委員会報告からの引用であり、輸入

品に対して加盟国が課す衛生植物検疫措置が、「衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPA協定)J

5条l項において定められた「人、動物文は植物の生命又は健康に対する危険性の評価」に適った

ものであるかどうかを審査する際の基準として、WTOパネルによって提示されたものである川。

そしてこの文言が今回の判決の傍証として、その背景や前後の文脈から切り離して判決文中に引

用されたことについては、小和田判事からも強い異論が出されている (42)。

確かにこの引用部は、法廷自らが危険性評価を行うことを戒めると共に、法廷の役割は、評価

の手続きが加盟国によって正しく履行されたかどうかをチェックすることに限られるべきである

ことを意図したものである。しかもその対象は「国の決定」であり、フプeログラムの「計闘と実行」

ではない(4羽へ3

フプoロセスめぐつて、日本側から「譲歩Jとも受け取られかねない発言がなされたことは (44)、法廷

が今回の判決理由を、 fきちんとした科学的証拠によって支えられていないJことに求めようとす

る方向性を後押ししてしまったと言っても過言ではなかろう。

(3)国際的協調の重視とユニラテラリズムへの批判

他方、本判決が致死的手法の合理性を審査するにあたり、捕獲数を出来る限り少なくすること

を求めてきた IWCや科学委員会による諸決議や勧告を尊重するよう求めたことは、明らかに環境
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保護問題における国際的協調を重視する傾向を色濃く反映したものでもある。確かに日本側が主

張するように、又、本判決においても確認されているように、これらの諸決議や勧告には拘束力

がない。「条約法に関するウィーン条約(条約法条約)Jは、条約の解釈に際し、「条約の解釈又は

適用につき当事国の間で後にされた合意 (subsequentagreement) J (同条約31条 (3) (a)) と「条

約の適用につき後に生じた慣行 (subsequentpractice)で、あって、条約の解釈についての当事国の

合意を確立するものJ(同条 (3) (b))についても、条約の条文と並んで考慮されるべきと定めて

いる。しかし本判決は、一般に国際条約の条文解釈において、条約成立後になされた諸決議が「後

にされた合意」もしくは f後に生じた慣行j としての意味を持つのは、これらの決議や勧告が締

約国の合意、あるいは全会一致で採択された場合 (adoptedby consensus or by a unanimous vote) 

に限られることを改めて確認した (paras.46，83)。

他方、国連海洋法条約はその65条において、「いずれの国も、海産輔乳動物の保存のために協力

するものとし、特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関

(appropriate intemational organizations)を通じて活動するj と規定している。ここでいう「適当な

国際機関jとは、海洋法条約の締結以前から存在していた IWCを指すことについては疑いの余地

はない。つまり、海洋法条約は、鯨類保存、管理、研究については、 IWCを通じて協力して活動

することを締約国に義務付けている。他方、 1990年代に入り、アメリカとメキシコの間で争われ

GATTパネルで審理された「マグロ・イルカ紛争J(1991年)や、アメリカとマレーシアの問で争わ

れWTOパネルで審理された「エピ・ウミガメ紛争J(1998年)では、立場こそ違うが、海洋資源保

護をめぐってユニラテラルな規制を導入することが国際法廷の場において厳しく批判された問。

このように、国境を越えて回避する海洋生物資源の保全についての国際社会の対応が、ユニラ

テラルな行動を排してマルチラテラルな姿勢を重視する方向へと明確に変化しつつある中、常設

の国際機関を設けて、鯨類資源の保存と管理を共同で行おうとする ICRWの枠組みにおいては、

「共同意思決定 (CollectiveDecision時 Making)J、「共同保証 (CollectiveGuarantee) J、そして「共同

規制 (CollectiveRegulation) Jこそが重視されねばならないとするトリンダージ判事の意見には一

定の説得力が認められよう“ヘそして IWCで採択された30もの決議や勧告が致死的調査の中止も

しくは制限を求めており、加えて本判決でも引用された「決議1986-2Jや IAnnexPJは、 f締約

国の合意もしくは全会一致」によって採択されたことから、これらの決議については「当事国の

問で後にされた合意j としての要件を満たしうる可能性すら指摘される問。そしてこれらの決議

や勧告にもかかわらず、日本側が捕獲数予定数を削減することなく調査捕鯨を継続してきたこと

が、国際機関における協力義務に違反した一方的行為であったと厳しく批判されることになった

のである。従って今国の判決が最終審であり、かつ国際裁判において過去の判例が持つ決定的な

影響力を顧慮するならば、「決議・勧告に拘束力はなく、 l頭でもし 000頭でも調査であることには

。，uq
d
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変わりはない」といった判決前によく聞かれた議論は(相、今後は国際法廷では通用しないことを

銘記せねばならない。

(4 )国際環境政策と IWCの変容

ICRWはその前文において、「鯨族という大きな天然資源を将来の世代のために保護することが

世界の諸国の利益であることを認め」、「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序ある発展を可

能にする条約を締結することを決定した」と議っている。つまり、 ICRWはその目的として、持

続可能な捕鯨のために鯨類を「保全J及び「管理」することを挙げており、今回の判決でも、「附

表の修正や IWCによる決議や勧告は、これらの目的の一方又は他方を強調するものではあるが、

条約の目的を変更することは出来ないJ(para.56) ことが確認された。

しかしたとえ条約の目的に変更がなくとも、 ICRW採択後の環境法及び国際環境政策に対する

意識の変化を反映し、 IWCの役割も鯨類の「管理 (management)Jから「保全 (conservation)Jへ

と重点が移りつつあることが、補足意見を付した多くの判事によって、今回の判決結果に結びつ

いた背景として指摘されている制。実際オーストラリア側によって提出された陳述書の第一部は、

1972年にストックホルムで隣催された国連人間環境会議から2003年に IWCによって採択された

「ベルリン・イニシアチブ」への道のりを回顧しつつ、 1992年に開催された国連開発環境会議(リ

オ・サミット)や1990年代以降の国際環境法において重視されるようになった「予防原則jや「生

物多様性の維持」の概念を取り入れることにより、第一ili:代の環境条約とも称される ICRWの「近

代化 (Modemization)Jをはかろうとする国際世論の潮流を色濃く反映している制。そして本判決

も、 ICRWの不可分な一部を構成する附表の度重なる修正を通じて、 ICRWが「進化する道具 (an

evolving instrument) Jとなっていることに言及した (paraA5)。

この表現に対して小和田判事の反対意見では、 ICRWの目的自体は、鯨類の最大持続生産量と

捕鯨産業の活力の維持であることに変わりがないことが強調されている(問。しかし本論中でも紹

介したIWCによる諸決議や勧告、そして附表の修正に加え、 1946年にICRWが締結された後にも、

捕鯨活動を規制する内容を含む国際条約としてワシントン条約 (CITES:1973年)、ラムサール条

約 (CMS:1979年)、国連海洋法条約(1982年)、南極梅洋生物資源保存条約 (CCAMLR:1990年)、

生物多様性条約 (CBD:1992年)がそれぞれ採択されたことからもうかがえるように (52) ICRW 

の条文そのものは変わらなくとも、捕鯨を取り巻く国際環境や意識は確実に変化しており、捕鯨

産業の衰退とあわせて、 ICRWの目的として挙げられている鯨類資源の「管理j と「保全Jにつ

いても、その「一方又は他方を強調」せざるをえない状況にあることは明らかである。

その意味で ICJが、こうした変化に関してどのような立場を明示するかが注目されたが、本判

決では以下に引用するように、敢えて審理の対象を ICRW8条の適用に限定し、捕鯨政策や国際

。。
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環境政策全般の争点に入ることを回避した倒。「法廷は、科学及び捕鯨政策についての諸問題を解

決するよう求められてはいない。法廷は、国際社会の成員が、鯨類や捕鯨に対する適切な政策に

ついて、相違する意見を持っていることを承知しているが、これらの相違を解決することが法廷

の役割ではない。法廷の役割は、 J成 PAIIに関して発給された特別許可が ICRW8条l項の範関

内であるかどうかを究明することのみであるJ(para.69)。とはいえ、致死的手法を制限すること

を求めた決議や勧告に対して相応の配慮を払うことを求めた法廷の基本姿勢は、明らかに近年、

とりわけリオ・サミット以降における国際環境保護政策をめぐる意識の変化を反映したものであ

る。

5. 総括と今後の課題

これまでに詳述したように、確かに今回の ICJによる判決には、「科学的調査を目的とする」か

どうかの審査に捺して適用されたロジックについて、筆者としても首を傾げざるを得ない部分が

多い。法廷は ICRW8条が加盟国に対して認めている裁量権の範囲を明確にし、その行使(特別

許可の発給)に当たって違法性がなかったかどうかを、条約の目的に照らして法的判断を行うべ

きであったと筆者は考える。

他方、本判決は本件において審理の対象となった JARPAIIの目的について、これが科学的調査

としての性格を持つことを改めて確認した。そもそも致死的方法を含む調査捕鯨は ICRW8条に

おいて認められている行為であり、科学的調査を目的とする眠り、それ自体に何らの違法性もな

い。とりわけ ICRWはその第5条において、附表の修正に際しては科学的成果に基づくこと (based

on scientific findings)を求めており、いわゆる商業捕鯨モラトリアムを課した附表10項(e)も、「こ

の規定は、最良の科学的助言に基づいて検討されるものとし、委員会は、遅くとも1990年までに、

同規定の鯨資源に与える影響につき包括的評価を行うとともに (e)の規定の修正及び他の捕獲頭

数の設定につき検討するJと定めている。従って日本が行っている調査捕鯨は、「生物学的資料の

継続的な収集及び分析が捕鯨業の健全で建設的な運営に不可欠であることを認め、締約国政府は、

この資料を得るために実行可能なすべての措置を執る」ことを求めた ICRW8条3項の要請に応じ

るものであり、具体的には RMPの改良もしくは完成と、これに基づく商業捕鯨の再開に備えた

データの収集を目指している刷。その意味で、当事国の合意として IRMPは資源保護のための予

防的管理手法であり、未だ、実施には至っていないものの、適用可能な資源管理方式であることに

変わりはないj と判決文中に明記されたことは大きな意味を持つ (para.107)。

こうした背景から本判決は、当然のことながら日本による調査捕鯨の再開を想定しており、そ

の際には「本判決に含まれた論拠や結論を考慮する」ょう求めた (para.246)。確かに、調査の計

画と実施が目的に合わせて合理的とみなされるように修正されるならば、今後も南極海において
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調査捕鯨を継続することは可能である。但し本判決は、調査捕鯨計画が科学的調査を目的とする

かどうかの判断については、もはや締約国のみの認識に委ねられないことを判示するとともに、

特別許可を発給する国に対しては、その決定についての客観的根拠を説明するように求めており、

締約国の説明責任を重視する姿勢を強調している Cpara.68)。こうしたことから調査捕鯨の再開に

あたって我が国は、当面の課題として IWCによる諸決議・勧告(とりわけ加盟国の総意や、全会

一致で採択されたもの)についてはこれに十分に配慮した上で、プログラムの計聞と実施に際し

ては、非致死的手法が実施可能であるかについて研究・分析・評価を行い、非致死的手法によっ

ても調査目的の達成が可能で、あるかを事前に検討し、その結果を公表せねばならない。そして致

死的方法を採用せねばならない場合においては、サンプル数の設定プロセスに十分な透明性を持

たせ、新たに設定されたサンプル数が調査目的に照らして合理的であることを客観的な基準に基

づいて示した l二で、より少ないサンプル数ではプログラムの目的が達成できないことを明確に、

「人が理解出来るように」説明する国際的義務が、本判決を通じて我が国に負わされたことを忘

れではならない (paras.83，137， 141， 172， 195)。

他方、中長期的な課題として筆者は、調査捕鯨のあり方を再検討せざるを得なくなったこの時

期にこそ、将来の捕鯨産業のあり方を見越した冷静な対応と議論を求めたい。上述のように今回

の判決は RMPの有用性を認めていることから、商業捕鯨の再開に備えた南極海調査捕鯨の意義

やその合法性が失われたわけでは決してない。しかし調査捕鯨がその前提としている南極海商業

捕鯨の再開について、そのあり方と役割に関して、現状において一卜分な議論が行われているとは

言い難い。

現在、母船式調査捕鯨に従事している「共同船舶株式会社」は、捕鯨に対する国際的規制強化

に対応するため、 1976年に大手水産会社の捕鯨部門を合理化・統合することによって設立された

「共同捕鯨株式会社」を前身としている。しかしこの共同船舶から2006年に民間資本が撤退して

以来、南極海における調査捕鯨は実質的に国営事業となっている。そしてかつて南極海で母船式

商業捕鯨に従事していた大手水産会社も、調査捕鯨から撤退すると共に、将来における捕鯨業へ

の再参入にも否定的な姿勢をとっている(問。他方、民間企業として現在も操業を続ける小型沿岸

捕鯨業者は規模も小さく、そもそも南極海における母船式捕鯨に携わったことはない。

加えて今回の判決を踏まえた調査計画の改訂(とりわけ捕獲頭数の削減)に伴う副産物収入の

減少や、非致死的調査の拡大による調査費沼の増加が避けられない中で、将来の産業としての展

望がはっきりしない南極海での商業捕鯨の再開を前提として、調査捕鯨に更に巨額の国費を今後

も投入し続けることついては、まず納税者に対する十分な説明が必要とされよう。その際、捕鯨

文化の伝承や食糧安全保障の観点から南極海捕鯨の継続が主張されるが、捕鯨文化を伝承する意

義は、鯨油の採取を通じた外貨の獲得を主目的に1930年代に入って始められた南極海における母
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船式捕鯨ではなく、長年にわたって地域社会と結びついて発展し、独自の文化と伝統を伝承して

きた沿岸域の捕鯨にこそ認められよう明。その意味においても、長年我が国が IWC会合において

要求し続けているように、先住民生存捕鯨でも商業捕鯨でもない、いわゆる「第三のカテゴリー」

として日本近海でのミンククジラ漁を再開させ、我が国の沿岸捕鯨文化の伝承と地域社会の活性

化をはかることは、是非とも実現すべき課題である問。

他方、食糧安全保障の問題に関しては、まず調査捕鯨がその前提とする RMPに基づく南極海

商業捕鯨の再開によって、当蘭においてどの程度の鯨肉が供給されるかという予測を踏まえて議

論されねばならない。ちなみに R民1p採択時に南極海ミンククジラの生態系に影響を与えない捕

獲限度枠として示された年間2000頭のすべてが日本の捕獲枠として割り当てられ、そのすべてが

我が国に水揚げされたとするならば(現在の捕獲限度枠については、その後のデータに基づく再

評価が行われていないため不明)、日本国民一人あたり、年間およそ70gの鯨肉が持続的に供給さ

れることになる(問。これは国民一人あたりが一日に摂取する肉類 (82.5g)及び魚介類 (72.5g) 

の量に相当する側。そして食糧安全保障問題の議論に際しては、捕鯨に限らず農業・水産業全体

における数ある選択肢についての同様の試算を踏まえ、更にそれぞれがもたらす生産効率や環境

負荷を含めて比較・検討し、我が国や世界の食糠安全保障に最も貢献する分野を見極めた上で資

金や人材を投入する必要があろう。いずれにせよ南極海における調査捕鯨は、その先に想定され

る南極海商業捕鯨のあり方とその役割をも見定めつつ、実施されるべきものと考える。
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あった (para.241)。その後 IWCでは、 J成 PAIIにおける致死的プログラムの修正もしくは

撤回を求める諸決議 (Resolution2005・1:RESOLUTION ON JARPA II及び Resolution2007・1:

RESOLUTION ON JARPA)が採択されている。

(20) Memorial， para.5.77. 

(21)“The reason is， and that is one ofthe， as 1 state here， weaknesses ofthe JARPA II documents， that 1 

do not really know how they have calculated the sample sizes." CCR2013/l4: Verbatim Record of 

Public sitting held on Wednesday 3 July 2013， at 3 p.m.， p.4l)“It must be admitted that Japanese 

scientists have not always given completely transparent and clear explanations of how sample sizes 

were calculated or determin巴:d."CIbid.， p.49; Lars Walloe，“Scientific Review of issues raised by the 

Memorial of Australia including its two Appendices"， April 9， 20日， p.lO) 上記証言に引き続いて
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funding consideration) という印象を持っている」との発言を行っている。尚、ワロー氏はか

つて、日本の調査捕鯨によって提供されるデータや標本の価値を高く評価しながらも、「彼

らの研究のために、毎年何百頭もの鯨を捕獲する必要があるかどうかについては、コメント

出来ない」としていた (VirginiaMorell，“Killing Whales for Science?"， Science 27， Vo1. 316， April 

2007，p.534)。

(22) CR2013/l4， p.4l. 
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(23)反論書において日本側が提供した資料に基づくオーストラリア側の指摘によれば、ミンクク

ジラのサンプル数の算出にあたって、検出目標とされる妊娠率の年間変化率については

1-1.5%に、調査区切り期間は6年にそれぞれ設定されている。しかしナガス・ザトウクジラ

の捕獲計繭と悶じく、それぞれを3%、12年に設定するならば、ミンククジラの年間サンプ

ル数はわずか18頭ですむ。又、 3%、6年に設定した場合でも、必要となる年間サンプル数は

138頭にとどまる (Counter-MemorialVol. IV， Annex 150， Appendix. 6， p.66; CR2013119: Verbatim 

Record ofPublic si仕ingheld on Wednesday 10 July 2013 at 10 a.m.， p.20)。
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(CR2013/14， p.46) 

(25) Ibid.， p.47. 

(26) Ibid.， p.44. 

(27) Separate opinion of Judgc Greenwood， para.26.尚、日本側の弁護人として出廷したボイル氏(エ

ジンパラ大学教授、環境法)は口頭弁論において、ナガス・ザトウクジラの捕獲数が少なく

とも、非致死的方法によって収集されたデータによって補完できる趣旨の発言を行い、これ

が判決文中においても引用された (para.208，CR2013/22: Verbatim Record ofPublic si仕ingheld 

on Monday 15 July 2013 at 3 p.m.， p.25)。この発言の根拠は不明で、あるが、判決では、致死的

方法を用いることについて、厳に科学的な必要性がないことを示唆するものと受け止められ

ている (para.211)。

(28)オーストラリア側の陳述書では、 2010年におけるミンククジラの捕獲頭数が当初計画を大き

く下回り506頭にとどまったことに関し、赤松広隆農林水産大臣(当時)による以下の発言

が紹介されている (Mcmorial，para.5.78) 0 1800頭要らないのですから、要らないというか、

そんなに捕りすぎたって、調査の資料は十分それで、それ以下でも整いますしJ(2010年3

月間記者会見:http://w附~maff. go.jp/j/ press-confi'minll 00309 .html)、「結果的には、ほぽ私ど

もが予定をしておりました調査捕鯨頭数を確保できたということでございますJ(1第174回

国会衆議院農林水産委員会議事録第6号J2010年4月7日， 3貰)。尚、オーストラリア側の主

張によれば、ミンククジラの捕獲頭数が削減された理由は、日本国内での鯨肉需要の低下と

在庫の潜加に伴う生産調整にあるが (para.205;Memorial， paras. 3.83・3.107)、この点に関して、

水産庁において長年捕鯨政策の立案にあたってきた元担当者も、「日本が捕獲数を減らして

いるワケは、科学を無視した“需給調整のため」であったことを認めている(小松正之「捕

獲数を減らし自滅、調査捕鯨訴訟で完敗J W東洋経済 Online~ http://toyokeizai.netlarticles/-/ 

35247?page=2)。
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(29)附表30項に基づく事前の届け出義務ついては、違反を認めなかった (para.240)。

(30) Counter-Memorial， 7・16.

(31) Dissenting opinion of Judge Owada， paras.20・22; Dissenting opinion of Judge Abraham， 
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(35)本判決における立証責任の在り処をめぐる議論については、 CarolineE. Foster，“Whaling in 

the Antarctic: 百leICJ Judgment and its Implications" (Symposium at Kobe University， 
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Judge Abraham， para.3 1; Dissenting opinion of Judge Yu飢えpara.52;Separate opinion of Judge Xue， 

para.15. 

(36) Dissenting opinion of Judge Owada， para.25. 

(37)日本側弁護人のボイル氏が、日本側によって提出されたサンプル数計算のための算定式を指
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127-133頁。

(46) Separate opinion of Judge Tlindade， paras.l 0・24

(47) Separate opinion of Judge Greenwood， para.6. 
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Rules"， Journal olInternational Wildl.持 Lawand Policy 13， 2013， pp.I78-179. 
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(50) Memorial， pp. 23-52; Separate opinion of Judge Trindade， paras. 57， 58， 60， 70・71.
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(paras.l 07 -108)。

(55) f商業捕鯨再参入、水産大手 3 社は否定『いいことない~J ，朝日新聞 (2008年6月13日)

(56)渡謹洋之「捕鯨問題における文化表象の政治性についてJ W環境社会学研究~ 4号， 1998， 
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(Abstract) 

On the Judgment of the Intemational Court of Justice 

on Research Whaling in the Antarctic: An Analysis 

Mamoru INAMOTO 

On March 31， 2014， the International Court of Justice delivered a decision on the 

Japanese whaling c部 e. It ruled that Japan's research whaling (JAPRA 11) breached its 

obligations under the lntemational Convention for the Regulation ofWhaling (ICRW). At the 

same time， the Court admitted the lethal sampling of whales could be broadly characterized as 

scientific research and that for certain p田tosesnon-lethal methods are not feasible. 

The Court also pointed out that the design and implementation of JAPRA 11， in particular 

the scale oflethal sampling， were not reasonable in light ofthe stated objectives ofthe program. 

It expected that Japan would take this judgment into consideration when it re闇 launchesthe 

program in the fu加re.

After giving the background and general outline ofthe judgment， this paper examines the 

reasoning of the judgment and considers some of the controversial issues surrounding judicial 

decision over scientific matters. It also discusses some possible ramifications of this judgment 

on future Japanese whaling activities. 
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